
別紙１ 

ＮＨＫインターネット活⽤業務実施基準（案） 

  第 1 部 総則 

 （⽬的） 

第１条 この基準は、放送法（以下「法」という。）第２０条第２項第２号および第３

号の業務に関する法第２０条第９項の基準として、当該業務の種類、内容、実施⽅法

および実施に要する費⽤に関する事項等を定めるものである。 

 （定義） 

第２条 この基準における⽤語は、次の各号の定義に従うものとする。 

⼀ 放送番組 

放送をする事項の種類、内容、分量および配列 

⼆ 理解増進情報 

 ⽇本放送協会（以下「協会」という。）が放送したまたは放送する放送番組の編

集上必要な資料その他の協会が放送したまたは放送する放送番組に対する理解の増

進に資する情報（放送番組または当該情報を編集したものを含む。） 

三 放送番組等 

協会が放送したまたは放送する放送番組および当該放送番組に係る理解増進情報 

四 ２号受信料財源業務 

 放送番組等を電気通信回線を通じて⼀般の利⽤に供する業務（放送に該当するも

のを除く。）（法第２０条第２項第２号の業務）のうち、専ら受信料を財源として

⾏うもの 

五 ２号有料業務 

放送番組等を電気通信回線を通じて⼀般の利⽤に供する業務（放送に該当するも

のおよび協会のテレビジョン放送による国内基幹放送の全ての放送番組を当該国内

基幹放送と同時に⼀般の利⽤に供する業務を除く。）（法第２０条第２項第２号の

業務）のうち、専ら受信料を財源として⾏うもの以外のもの 

六 ３号受信料財源業務 

放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて⼀般の利⽤に供する事業を⾏う
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者（放送事業者および外国放送事業者を除く。）に提供する業務（協会のテレビ

ジョン放送による国内基幹放送の全ての放送番組を当該国内基幹放送と同時に提供

する業務を除く。）（法第２０条第２項第３号の業務）のうち、専ら受信料を財源

として⾏うもの 

七 ３号有料業務 

  放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて⼀般の利⽤に供する事業を⾏う

者（放送事業者および外国放送事業者を除く。）に提供する業務（協会のテレビ

ジョン放送による国内基幹放送の全ての放送番組を当該国内基幹放送と同時に提供

する業務を除く。）（法第２０条第２項第３号の業務）のうち、専ら受信料を財源

として⾏うもの以外のもの 

⼋ インターネット活⽤業務 

  第４号から第７号までの業務の総称 

九 国内インターネット活⽤業務 

  ２号受信料財源業務および 3 号受信料財源業務のうち、国内放送の放送番組等の

提供に係るもの 

⼗ 国際インターネット活⽤業務 

  ２号受信料財源業務および 3 号受信料財源業務のうち、国際放送および協会国際

衛星放送の放送番組等の提供に係るもの 

 

 （放送番組の範囲） 

第３条 この基準中、放送番組についての記述は、特にことわりのない場合、いずれも、

国内基幹放送、国際放送および協会国際衛星放送におけるテレビジョンおよびラジオ

の放送番組を含む。 

 

  第２部 インターネット活⽤業務に関する通則 

 

 （業務実施にあたっての基本原則） 

第４条 インターネット活⽤業務は、協会が⾏う放送を補完してその効果・効⽤を⾼め、

または国⺠共有の財産であるこれらの放送番組等を広く国⺠に還元するなど、法第 

１５条の⽬的を達成するために実施する。【注１】 
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２ インターネット活⽤業務の実施にあたっては、この基準に定めるところを遵守する

とともに、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者が法第６４条第

１項の規定により協会とその放送の受信についての契約をしなければならないとされ

ていること（以下「受信料制度」という。）の趣旨に照らして不適切なものとならな

いこと、その実施に過⼤な費⽤を要するものとならないこと等、法第２０条第１０項

各号に定めるこの基準の認可要件に従って適切に実施する。 

 
【注１】 法第２０条第１項の業務として、取材・番組制作、受信料の契約・収納、職員

採⽤等の業務を実施し、または公共放送の事業案内、事業活動に関する情報公開、調査

研究を⾏う⽬的でインターネットを活⽤することがあり、その際、それらの⽬的に照ら

して⼀般に認められる程度・態様において、専ら受信料を財源として放送番組等を電気

通信回線を通じて⼀般の利⽤に供し、または放送番組を電気通信回線を通じて⼀般の利

⽤に供する事業を⾏う者に提供することがある。 

 

 （理解増進情報の提供に係る基本原則） 

第５条 理解増進情報は、法の趣旨を踏まえ、特定の放送番組に関連付けられた補助的

な情報の範囲のものとし、次の各号のいずれかに該当するものに限る。 

⼀ 放送番組を周知・広報するもの 

⼆ 放送番組等を再編集したもの 

三 放送番組の内容を解説・補⾜するもの 

四 放送番組のために収集した情報であって災害等の予防や被害の軽減に資するもの 

五 協会が放送した放送番組（以下「既放送番組」という。）の⼀部を編集したもの

または当該放送番組のために収集した資料であって創作⽤素材として提供するもの 

六 その他放送番組の視聴に関して参考となるべき情報 

 

 （広告の禁⽌） 

第６条 インターネット活⽤業務の実施にあたっては、他⼈の営業に関する広告を⾏わ

ない。 

 

 （実施計画の策定、届出および公表） 

第７条 インターネット活⽤業務に係る実施計画（以下「実施計画」という。）につい
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ては、法および放送法施⾏規則の規定に則り事業年度ごとに策定し、当該事業年度の

開始前に、これを総務⼤⾂に届け出るとともに、協会のウェブサイトに掲載して公表

する。実施計画を変更する場合も同様とする。 

 

 （実施状況の公表、評価および改善） 

第８条 各事業年度の終了後、実施計画の実施状況（サービスの利⽤状況に関する情報

および収⽀実績を含む。）を取りまとめるとともに、これについて評価を⾏う。 

２ インターネット活⽤業務の実施状況について、少なくとも３年ごとに、前項の評価

の結果も踏まえて評価を⾏うとともに、その結果に基づき必要があると認める場合に

は、当該業務の改善を図るための措置（この基準の⾒直しを含む。）を講ずる。 

３ 第１項の実施状況および評価ならびに前項の評価および措置は、協会のウェブサイ

トに掲載して公表する。 

 

 （インターネット活⽤業務審査・評価委員会） 

第９条 インターネット活⽤業務における適切性の確保に資するため、協会の会⻑の諮

問機関として、学識経験者からなるインターネット活⽤業務審査・評価委員会（以下

「審査・評価委員会」という。）を置く。 

２ 審査・評価委員会の委員の委嘱にあたっては、市場競争の評価等に関する知⾒を有

し、客観的かつ中⽴公正な判断をすることができる者を選定することとする。 

３ 実施計画の策定ならびに前条第１項および第２項の評価にあたっては、審査・評価

委員会に、インターネット活⽤業務の公共性および市場競争への影響等、公共放送の

業務としての適切性を確保する観点からの⾒解を求め、これを尊重する。 

４ 審査・評価委員会は、実施計画の策定ならびに前条第１項および第２項の評価のた

めに必要と認めるときは、インターネット活⽤業務に係るサービスと同種のサービス

を⾏う事業者（以下「競合事業者」という。）および協会が委託等によりインター

ネット活⽤業務の⼀部を担わせる事業者（以下「外部事業者」という。）に意⾒を求

めることができる。 

５ 前条のインターネット活⽤業務の実施状況の公表および評価のあり⽅については、

審査・評価委員会の⾒解等を踏まえて不断に⾒直す。 

６ 審査・評価委員会の規程、議事の概要、会合における配付資料およびその他の資料
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は、審査・評価委員会の定めるところにより、原則として公表する。公表は、協会の

ウェブサイトに掲載して⾏う。 

７ 審査・評価委員会の運営に必要な事項については、審査・評価委員会の定めるとこ

ろによる。 

 

 （放送法上の努⼒義務に係る取り組み） 

第１０条 ２号受信料財源業務および２号有料業務の実施にあたっては、地⽅向けの放

送番組を提供するよう努めるとともに、他の放送事業者との連携・協調を深める観点

から、他の放送事業者が⾏う当該業務に相当する業務の円滑な実施に協⼒するよう努

める。 

２ 前項に係る取り組みを積極的に進めることとし、地⽅向け放送番組の提供に向けた

設備整備、他の放送事業者との連携・協調に資する⽅法による放送番組の提供等、そ

の具体的な業務の内容については、実施計画において各事業年度の計画を明らかにす

る。 

 

 （ユニバーサル・サービスへの取り組み） 

第１１条 インターネット活⽤業務の実施にあたっては、共⽣社会の実現に貢献するた

め、⼈にやさしい放送・サービスを補完する⼿段としての活⽤を推進する。 

２ 前項に係る取り組みとして、提供情報の⾃動⽣成等に係る技術を活⽤し、視覚・聴

覚障害者や⾼齢者、在留・訪⽇外国⼈等に向けた字幕、解説⾳声および⼿話によるユ

ニバーサル・サービスに係る情報のインターネットを通じた提供を⾏うこととし、そ

の具体的な業務の内容については、各事業年度の実施計画において明らかにする。 

 

 （国際インターネット活⽤業務への取り組み） 

第１２条 国際インターネット活⽤業務の実施にあたっては、情報を効率的・効果的に

届けることができるインターネットの特性を⽣かし、全世界へ向けた情報発信を強化

するとともに訪⽇・在留外国⼈に必要な情報を適切に提供する観点から、国際放送お

よび協会国際衛星放送の放送番組等の提供の充実に努める。 

２ 前項に係る具体的な業務の内容については、各事業年度の実施計画において明らか

にする。 
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  第３部 ２号受信料財源業務 

 

 （業務の内容） 

第１３条 ２号受信料財源業務は、次の各号に掲げる放送番組等を⼀般に提供すること

を内容とする。 

⼀ 放送番組 

ア 協会が放送しようとする放送番組（以下「放送予定番組」という。）のうち、

放送番組の周知・広報のために特に提供することが必要と認めるもの 

イ 協会が放送している放送番組（以下「放送中番組」という。【注２】）のうち、

次に掲げる放送のいずれかによるもの（提供に必要な権利を確保できないもの等

を除く。） 

(ｱ) 総合テレビジョン放送 

(ｲ) 教育テレビジョン放送 

(ｳ) ラジオ第１放送 

(ｴ) ラジオ第２放送 

(ｵ) ＦＭ放送 

(ｶ) 国際放送 

(ｷ) 協会国際衛星放送 

ウ 国内テレビジョン放送の放送中番組のうち、⼀時の⽬的のために提供する次に

掲げるもの 

(ｱ) 災害時における国⺠の⽣命・財産の保護等に資するための情報その他の国

⺠⽣活や社会全体に⼤きな影響を及ぼす情報であって特に迅速に提供すべきも

のを伝える放送番組 

(ｲ) 放送開始後の視聴の利便を図るための時差再⽣サービス（ハイブリッド

キャスト【注３】対応受信機または当該受信機に紐づく端末機器を対象とする

ものに限る。）の対象とする放送番組 

エ 既放送番組【注２】のうち、次に掲げるもの 

(ｱ) 総合テレビジョン放送および教育テレビジョン放送の放送番組のうち、イ

(ｱ)および(ｲ)の提供と⼀体のサービスとして提供するもの 
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(ｲ) (ｱ)に掲げるもののほか、国内テレビジョン放送の放送番組であって、広く

⼀般に提供することに公益上の意義もしくは協会の放送番組や業務に関する周

知のための必要性があり、またはその提供が第１０条に定める放送法上の努⼒

義務の達成に資するもの（その提供により受信料制度を毀損するおそれがある

場合を除く。） 

(ｳ) 国内ラジオ放送、国際放送および協会国際衛星放送の放送番組 

⼆ 理解増進情報 

２ 前項第１号イ(ｱ)および(ｲ)の放送中番組の提供を「地上テレビ常時同時配信」と称

し、これと⼀体として⾏う同号エ(ｱ)の既放送番組の提供を「地上テレビ⾒逃し番組

配信」と称する。 

３ 提供している理解増進情報については、特定の放送番組との対応関係を確認し、そ

の関係を少なくとも３か⽉に⼀度協会のウェブサイトに掲載して公表する。 

 
【注２】 利⽤者の利便に資し、または放送後の時間経過等による利⽤者の誤解を防ぐた

め、速報ニュース・気象情報等、放送の際に追加した⽂字、図形または⾳声による情報

を除いたもの等を提供する場合がある。 

【注３】 ⼀般社団法⼈ＩＰＴＶフォーラムが策定した「ハイブリッドキャスト技術仕様」

に基づく放送・通信連携サービスをいう。 

 

 （業務の実施⽅法） 

第１４条 前条の放送番組等の提供は、次の各号のいずれかの⽅法により⾏う。ただし、

第１号に掲げる⽅法によることを原則とし、第２号に掲げる⽅法による場合は、実施

計画においてその旨を明⽰する。 

⼀ 協会のウェブサイト【注４】または協会が⼀般に提供するアプリケーションを通

じて⾏う⽅法 

⼆ 電気通信回線を通じて⼀般への情報提供を⾏う他の事業者のウェブサイトまたは

アプリケーションを通じて⾏う⽅法 

２ 前項第２号に掲げる⽅法で提供を⾏う場合は、当該他の事業者との契約により、利

⽤者に提供する放送番組等および当該放送番組等の提供に関する提供条件を協会が決

定することを確保するとともに、利⽤者に対し、協会が提供主体であり当該放送番組

等の提供について協会が定める提供条件および実施⽅法が適⽤されることを明⽰する。 
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３ 次の表の左欄に掲げる放送番組等の提供期間および時間については、同表の右欄に

掲げるとおりとする。 

１ 第１３条第１項第１号アの放送予

定番組 

⼀定期間または期間を定めずに⾏う。 

２ 第１３条第１項第１号イ(ｱ)および

(ｲ)の放送中番組（地上テレビ常時同

時配信） 

⼀⽇２４時間（放送休⽌時間帯を除

く。）⾏う。当該放送番組の放送時間

中に開始し、時差再⽣可能な形で⾏う

ものを含む。 

３ 第１３条第１項第１号イ(ｳ)、(ｴ)お

よび(ｵ)の放送中番組 

⼀⽇２４時間（放送休⽌時間帯を除

く。）⾏う。 

４ 第１３条第１項第１号イ(ｶ)および

(ｷ)の放送中番組 

⼀⽇２４時間（放送休⽌時間帯を除

く。）⾏う。 

５ 第１３条第１項第１号ウ(ｱ)の放送

中番組 

臨時かつ⼀時的に⾏う。 

６ 第１３条第１項第１号ウ(ｲ)の放送

中番組 

時差再⽣サービスの対象とする番組の

放送時間中に⾏う。 

７ 第１３条第１項第１号エ(ｱ)の既放

送番組（地上テレビ⾒逃し番組配

信） 

放送⽇の翌⽇から起算して７⽇以内に

終了する。 

８ 第１３条第１項第１号エ(ｲ)および

(ｳ)の既放送番組 

⼀定期間または期間を定めずに⾏う。 

９ 第１３条第１項第２号の理解増進

情報 

⼀定期間または期間を定めずに⾏う。 

４ 次の表の左欄に掲げる放送番組等の提供対象地域については、同表の右欄に掲げる

とおりとする。ただし、提供に必要な権利が確保できない場合等には、表の４の項の

放送番組の提供対象地域を⽇本国外に、５、８および９の項の放送番組等の提供対象

地域を⽇本国内に限ることがある。 

１ 第１３条第１項第１号アの放送予

定番組 

制限を設けない。 

２ 第１３条第１項第１号イ(ｱ)および ⽇本国内に限る。 
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(ｲ)の放送中番組（地上テレビ常時同

時配信） 

地⽅向け放送番組については、技術⾯

および費⽤⾯で合理的に可能な範囲

で、当該放送番組の放送対象地域に限

定して提供する。ただし、必要な設備

整備が完了していない等の理由により

こうした限定ができない地域において

は、埼⽟県、千葉県、東京都および神

奈川県の各区域を合わせた区域を対象

として放送する地⽅向け放送番組また

は当該地域を含む地域を所管する拠点

放送局【注５】が放送する地⽅向け放送

番組を提供することとし、設備の整備

については、実施計画において各事業

年度の計画を明らかにする。 

３ 第１３条第１項第１号イ(ｳ)、(ｴ)お

よび(ｵ)の放送中番組 

⽇本国内に限る。 

電気通信回線を通じて⼀般への情報提

供を⾏う他の事業者のウェブサイトま

たはアプリケーションを通じて提供を

実施するときは、地⽅向け放送番組の

提供対象地域を当該放送番組の放送対

象地域を含む国内の⼀部地域に限定す

ることがあり、その場合、実施計画に

おいてその実施の内容を明らかにす

る。 

４ 第１３条第１項第１号イ(ｶ)および

(ｷ)の放送中番組 

制限を設けない。 

５ 第１３条第１項第１号ウ(ｱ)の放送

中番組 

制限を設けない。 

６ 第１３条第１項第１号ウ(ｲ)の放送

中番組 

⽇本国内に限る。 
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７ 第１３条第１項第１号エ(ｱ)の既放

送番組（地上テレビ⾒逃し番組配

信） 

⽇本国内に限る。 

８ 第１３条第１項第１号エ(ｲ)および

(ｳ)の既放送番組 

制限を設けない。 

９ 第１３条第１項第２号の理解増進

情報 

制限を設けない。 

５ 放送番組等の提供は、端末機器、ソフトウェア、画質・⾳質等の諸条件を含め、広

く⼀般に利⽤できる⽅法で⾏うことを原則とし、合理的な理由なく対象を限定するこ

とのないよう努める。端末機器およびソフトウェアの条件については、協会のウェブ

サイトに掲載して公表する。第１項第２号に掲げる⽅法で提供を⾏う場合は、当該他

の事業者により公表されるようにする。 

 
【注４】 協会のウェブサイトのドメインとして、nhk.or.jp、nhk.jp などがある。 

【注５】 次の表の左欄に掲げる協会の組織をいい、それぞれ右欄に掲げる地域を所管す

る。 

⼤阪拠点放送局 近畿地⽅ 

名古屋拠点放送局 東海・北陸地⽅ 

広島拠点放送局 中国地⽅ 

福岡拠点放送局 九州地⽅ 

仙台拠点放送局 東北地⽅ 

札幌拠点放送局 北海道地⽅ 

松⼭拠点放送局 四国地⽅ 

 

 （料⾦その他の提供条件） 

第１５条 ２号受信料財源業務は、利⽤者に対価を求めることなく実施する。 

２ 地上テレビ常時同時配信および地上テレビ⾒逃し番組配信に係る業務（以下総称し

て「地上テレビ常時同時配信等業務」という。）の実施にあたっては、受信料制度を

毀損することのないようにするため、次の各号に定める措置を講ずるものとする。 

⼀ 地上テレビ常時同時配信を⾏うウェブサイトまたはアプリケーションにおいて、

地上テレビ常時同時配信で提供している放送番組を表⽰し、その画⾯上に、地上テ
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レビ常時同時配信等業務に係るサービスの利⽤に際して協会との受信契約を確認す

るための情報提供を求める旨のメッセージを表⽰する。当該メッセージは、受信料

制度を毀損することのないようにする観点で必要かつ⼗分な⼤きさで表⽰するもの

とする。 

⼆ 地上テレビ常時同時配信等業務に係るサービスを利⽤しようとする者には、住所、

⽒名その他協会との受信契約を確認するために必要な情報を協会に提供することを

求め、協会に対してこれらの情報を提供して利⽤申込みを⾏った者（以下「申込者」

という。）に対しては、前号のメッセージをすみやかに消去してＩＤを⼀つ付与す

る。利⽤申込みに際して提供を求める情報の詳細は、地上テレビ常時同時配信等業

務に係るサービスの利⽤規約で定める。 

三 申込者は、ＩＤを⽤いることにより、地上テレビ常時同時配信および地上テレビ

⾒逃し番組配信を⾃ら利⽤することができるのに加え、⾃らと⽣計をともにする者

その他利⽤規約で定める者に利⽤させることができる。ただし、協会は、⼀つのＩ

Ｄで同時に利⽤できる配信ストリームの数に上限を設けることがあり、その場合、

上限とする数は、実施計画において明らかにするとともに、地上テレビ常時同時配

信等業務に係るサービスの利⽤規約で明⽰するものとする。 

四 次のいずれかに該当するときは、ＩＤによる地上テレビ常時同時配信および地上

テレビ⾒逃し番組配信の利⽤の全部または⼀部を停⽌し、第１号の措置の状態に戻

すことがある。 

ア 申込者が提供した住所等の情報によって、申込者が協会と受信契約を締結して

いる事実を確認できないとき 

イ 申込者が協会と締結している受信契約に係る受信料の⽀払いを１年以上連続し

て延滞していることが判明したとき 

ウ 申込者が付与されたＩＤを前号に定める範囲を超えて不正に利⽤させるなど、

地上テレビ常時同時配信等業務に係るサービスの利⽤規約に定める条件に違反す

る利⽤を⾏ったことが判明し、受信料制度を毀損するおそれの程度に鑑みて協会

が当該サービスの利⽤の全部または⼀部を停⽌することが適当と認めたとき 

３ 地上テレビ常時同時配信の⼀部として災害時における国⺠の⽣命・財産の保護等に

資するための情報その他の国⺠⽣活や社会全体に⼤きな影響を及ぼす情報であって特

に迅速に提供すべきものを伝える放送番組を提供するときは、臨時かつ⼀時的に、前
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項第１号のメッセージを表⽰しないで地上テレビ常時同時配信を⾏う措置を講ずるこ

とがある。 

 

 （特例措置に関する情報の公表） 

第１６条 第１３条第１項第１号ウ(ｱ)の放送中番組の提供および前条第３項の措置を

実施したときは、その都度、これにより提供した放送番組および提供時間を、協会の

ウェブサイトに掲載して公表する。 

 

 （業務実施に要する費⽤） 

第１７条 実施に要する費⽤については、各年度の受信料収⼊の２.５％を上限とする。 

２ 前項の費⽤については、実施しようとする業務が真に必要で有効なものか、受信料

財源により賄うことが妥当かなどの観点から検討し、抑制的な管理に努めるとともに、

区分経理の考え⽅に則った⼗分な説明と、参考となる情報の提供に努めるものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、⼤規模災害など国⺠の⽣命、⾝体および財産の保護が

必要な緊急事態の発⽣や、想定を⼤きく超える利⽤者の増加等により配信経費等が増

⼤したときは、前項の上限を超過して国内インターネット活⽤業務を実施することが

ある。その場合、他の項からの予算の流⽤について、予算総則の定めに従い経営委員

会の議決を経ることとし、当該超過した⾦額とその理由を協会のウェブサイトおよび

当該年度の業務報告書に掲載して公表する。 

４ 前項の想定に係る利⽤⾒込み等の根拠については、毎年度の実施計画において明ら

かにするものとする。 

 

 （放送番組等の点検と提供の終了） 

第１８条 ２号受信料財源業務により⾏う個々の放送番組または理解増進情報の提供に

ついては、少なくとも年１回、その社会的意義を勘案して必要性・有効性を点検し、

それらがなくなったと判断したものはその時点で終了する。 

２ 前項の点検の結果については、協会のウェブサイトで公表するとともに、審査・評

価委員会にその概要を報告する。 

 

 （サービスの維持改善） 
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第１９条 ２号受信料財源業務に係るサービス利⽤の際の操作⽅法および画⾯表⽰につ

いては、広く利⽤者に分かりやすく利便性が⾼いものとなるよう、維持改善に努める。 

 

 （利⽤規約の作成等） 

第２０条 利⽤者保護の観点から、２号受信料財源業務に係るサービスについては、あ

らかじめ、サービスの内容を公表するとともに、協会および利⽤者の責任に関する事

項等を含む利⽤規約を定めて公表し、利⽤者にその内容を明⽰する。 

２ 前項の利⽤規約の中で、２号受信料財源業務に係るサービスの⽤に供している電気

通信設備に本サービスの実施を不可能とする不具合が⽣じた場合等に協会が当該サー

ビスの提供を中断することがあることを明⽰する。 

３ 利⽤者に必要な情報の登録を求める場合を含め、２号受信料財源業務に係るサービ

スの提供に際して利⽤者に関する個⼈情報または⾮特定視聴履歴（特定の⽇時におい

て視聴する放送番組を特定することができる情報であって、特定の利⽤者を識別する

ことができず、かつ、他の情報と容易に照合することにより特定の個⼈を識別するこ

とができない情報をいう。）を含む視聴関連情報その他の情報（以下「個⼈情報等」

という。）を取得する場合は、第１項の利⽤規約の中で次の各号に掲げる事項を明⽰

する。 

⼀ 当該サービスの利⽤にあたって、利⽤者に関する個⼈情報等の提供が必要となる

こと 

⼆ 協会は、利⽤者に関する個⼈情報等を第３６条に定めるところにより適切に取り

扱うこと 

 

  第４部 ２号有料業務 

 

 （業務の内容） 

第２１条 ２号有料業務は、国内基幹放送（地上基幹放送および衛星基幹放送）の既放

送番組および当該放送番組に係る理解増進情報を、⼀般の求めに応じ、電気通信回線

を通じてその利⽤に供することを内容とする。ただし、周知・広報のために必要と認

めるときは、国内基幹放送の放送予定番組または放送中番組に係る理解増進情報を利

⽤に供することがある。 
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２ ２号有料業務に係るサービスを「ＮＨＫオンデマンドサービス」（以下この第４部

において「本サービス」という。）と称し、次の各号に掲げる契約種別で提供する。 

⼀ 単品等・・・放送番組等の中から１本（以下「単品」という。）または複数本を

まとめたパック（以下「複数本パック」という。）を単位に、そのつど課⾦して⼀

定期間の利⽤を可能とするもの 

⼆ ⾒放題パック・・・個々の放送番組等の⼊れ替わりがあることを前提とした特定

範囲の複数本の放送番組等を⼀括対象とし、⼀定期間の利⽤を可能とするもの 

３ 理解増進情報を提供するにあたっては、特定の放送番組との対応関係を明らかにし

て⾏う。 

 

 （業務の実施⽅法） 

第２２条 本サービスの提供は、次の各号のいずれかの⽅法により⾏う。 

⼀ 直接提供型・・・協会が、電気通信回線を通じて利⽤者に直接提供する⽅法 

⼆ プラットフォーム経由型・・・第三者が実施する動画配信サービスにおける動画

管理、顧客管理、課⾦管理その他の基本機能（以下「プラットフォーム機能」とい

う。）を介して提供する⽅法 

２ 前項第２号のプラットフォーム経由型により本サービスの提供を⾏う場合は、当該

プラットフォーム事業者（本サービスのためにプラットフォーム機能を提供し、また

は提供を予定する事業者をいう。以下同じ。）との契約により、本サービスの提供に

関する料⾦その他の提供条件を協会が決定することを確保するとともに、利⽤者に対

し、協会が提供主体であり、放送番組等の提供について協会が定める料⾦その他の提

供条件および実施⽅法が適⽤されることを明⽰する。 

３ 本サービスによる放送番組等の提供は、個々の放送番組または理解増進情報ごとに、

⼀定期間または期間を定めずに⾏う。 

４ 本サービスの提供対象地域は、⽇本国内とする。 

５ 本サービスは、端末機器、ソフトウェア、画質・⾳質等の諸条件を含め、広く⼀般

に利⽤できる⽅法で⾏うことを原則とし、合理的な理由なく対象を限定することのな

いよう努める。端末機器およびソフトウェアの条件については、協会のウェブサイト

に掲載して公表する。プラットフォーム経由型により本サービスの提供を⾏う場合に

は、プラットフォーム事業者により公表されるようにする。 
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 （料⾦その他の提供条件） 

第２３条 ２号有料業務は、利⽤者から対価を得て実施する。 

２ 本サービスの利⽤料⾦は、本サービスに対する需要動向等のデータに基づき、本

サービスの種類ごとに次の各号の考え⽅により定め、実施計画において明らかにする

とともに、協会のウェブサイトに明⽰する。これを変更するときも同様とする。 

⼀ 単品等・・・単品は、その放送番組等の⻑さ、画質、権利処理に要した費⽤およ

び市場性を、複数本パックは、その構成する放送番組等の単品料⾦の額および本数

ならびに市場性を、それぞれ総合的に勘案して定める。 

⼆ ⾒放題パック・・・提供期間、対象となる放送番組等の本数、画質、権利処理に

要した費⽤および市場性を総合的に勘案して定める。 

３ 前項の料⾦を定め、または変更するにあたっては、次の各号の点を考慮するものと

する。 

⼀ 利⽤者の利益を不当に害しないこと 

⼆ できる限り収⼊総額の増加に寄与するようにすること 

三 ⼀般的な料⾦⽔準に⽐し、著しく低額にならないようにすること 

４ 前項第１号または第３号に定める事項に適合しないこととなったと認めるときは、

その是正のために必要な措置をとる。 

５ 本サービスの利⽤の促進に資するため、第２項および第３項の規定にかかわらず、

次に掲げる料⾦の特例措置を⾏うことがある。 

⼀ 利⽤料⾦を⼀時的に減額または無料とする措置 

⼆ 本サービスの⼀部を割引料⾦または無料で利⽤できる利⽤権を付与する措置 

６ 前項の特例措置は、次の各号の条件を満たすものとする。 

⼀ 利⽤者間およびプラットフォーム事業者間の公平を不当にゆがめないこと 

⼆ 同種のサービスを提供する他の事業者による類似の措置に⽐し、適切なものであ

ること 

７ 本サービスの利⽤希望者との契約締結を、正当な理由なく拒まない。 

 

 （サービスの維持改善） 

第２４条 本サービスの利⽤に係る操作⽅法および画⾯表⽰については、広く利⽤者に
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分かりやすく利便性が⾼いものとなるよう、維持改善に努める。プラットフォーム経

由型により本サービスの提供を⾏う場合には、当該プラットフォーム事業者とともに、

維持改善に努める。 

 

 （利⽤規約の作成等） 

第２５条 利⽤者保護の観点から、本サービスの利⽤に関し、あらかじめ、サービスの

内容を公表するとともに、次の各号に掲げる事項を含む利⽤規約を定めて公表し、利

⽤者にその内容を明⽰する。 

⼀ 本サービスを利⽤するには会員登録の申し込みを⾏う必要があること、および、

その申し込みに虚偽の内容がある等、本サービスの提供に⽀障を⽣じるおそれがあ

る場合には、協会が当該会員登録の申し込みを承諾しない場合があること。（ただ

し、プラットフォーム経由型においてコンテンツ利⽤の申し込みが可能な環境にあ

るときは、本サービス専⽤の会員登録を不要とすることがある。） 

⼆ 本サービスの利⽤料⾦は別に定め、個別の利⽤申し込みを受け付ける画⾯に表⽰

すること 

三 利⽤者によるコンテンツ利⽤の申込⽅法および協会による承諾の通知⽅法 

四 本サービスの利⽤に障害が発⽣した場合、協会は、速やかにシステム状況を調査

し、協会の設備（協会が本サービスの提供のために必要な業務の⼀部を委託した者

の設備を含む。）によるものであったときは、協会の責任において正常化のための

必要な措置を講ずるものとすること。ただし、プラットフォーム経由型による場合、

当該プラットフォーム事業者の設備は、その事業者が調査および必要な措置を⾏い、

協会と連携して異常の解消にあたること。 

五 本サービスの⽤に供している電気通信設備に本サービスの実施を不可能とする不

具合が⽣じた場合等に、本サービスの提供を中断することがあること 

六 購⼊したコンテンツを不特定または多数⼈に視聴させてはならないこと等の利⽤

者の禁⽌事項 

七 協会は、利⽤者に関する個⼈情報等を、別に定める「ＮＨＫ個⼈情報保護⽅針」、

「ＮＨＫ個⼈情報保護規程」等に則り適切に取り扱うものとすること 

⼋ 協会は、前号の個⼈情報等を、本サービスの提供および広報、本サービスの向上

を⽬的とする利⽤者意向調査およびアンケートの実施、利⽤者からの問い合わせへ
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の対応ならびに利⽤規約違反、利⽤料⾦の未払い等利⽤者の債務不履⾏等の是正の

ために取る措置の⽬的以外には利⽤しないこと 

九 本サービスの利⽤に関する契約の締結、提供の停⽌および解除の条件 

⼗ 本サービスを終了する場合には、協会が利⽤者に対して事前に予告すること（な

お、プラットフォーム経由型による場合には、利⽤者に対する予告に必要な期間を

確保できるよう措置する。ただし、プラットフォーム事業者によるサービス継続が

不可能となった契約解除の場合は、当該動画配信サービスを介した本サービスの利

⽤者への事前の告知ができない場合がある。） 

⼗⼀ 前⼗号に定めるもののほか、協会および利⽤者の責任に関する事項等 

 

 （プラットフォーム事業者からの契約の申し出への対応） 

第２６条 プラットフォーム事業者から本サービスに関し契約締結の申し⼊れを受けた

ときは、当該プラットフォーム事業者が、利⽤者との間に本サービス提供の基礎とな

る基本サービスの提供契約を締結し、または締結の予定がある者（資本関係等を通じ

これらと同等の役割を果たす者を含む。）であって、契約条件に関する誠実な協議お

よび客観的資料を通じ、本サービスの実施に要する次の各号の条件を満たすと認める

場合は、当該事業者と契約の締結を⾏う。契約を更新するときも同様とする。なお、

当該プラットフォーム事業者が、⾃⼰が管理・監督可能な第三者に業務の⼀部を委託

することによって条件を満たす場合を含む。 

⼀ 本サービスは原則として⼀体として取り扱い、本サービスのコンテンツ編成は協

会が⾏うこと 

⼆ 協会が本サービスの利⽤に関する利⽤者との契約を⾏うこと 

三 協会の求めがあったときは番組の即時公開停⽌ができること 

四 動画配信サービスの対価を差し引いた当該プラットフォームを通じた協会の収⼊

⾒込みが、当該プラットフォーム事業者との契約に係り協会に新たに発⽣する初期

費⽤および運⽤費⽤を下回らないこと 

五 直接提供型の実施に⽀障がないこと 

六 その他、公共放送としての協会の業務の遂⾏に⽀障が⽣じるおそれがないこと、

および、利⽤者の利便性に資する観点から問題が⽣じないこと 
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 （利⽤に関する契約の取り次ぎ） 

第２７条 本サービスの利⽤に関する契約の取り次ぎは、受信料の契約・収納活動と⼀

体で⾏わない。 

 

 （周知・広報活動） 

第２８条 本サービスの周知・広報は、協会の公共放送としての品位と信頼を確保する

とともに、公正競争の確保に留意しつつ、当該業務の⽬的に資するよう、実施する。 

 

  第５部 ３号受信料財源業務 

 

 （業務の内容） 

第２９条 ３号受信料財源業務は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に掲げる放送番

組等を、他の事業者（放送番組を、電気通信回線を⽤いて⼀般の利⽤に供する事業を

⾏う者（放送事業に⽤いさせる⽬的で提供する場合の放送事業者および外国放送事業

者は除く。）に限る。以下「３号対象事業者」という。）に提供することを内容とす

る。 

⼀ 災害等の緊急時に係る情報提供を迅速かつ広範に⾏うために特に必要と認める場

合 当該緊急時に迅速に提供すべき情報を伝える放送番組等 

⼆ 国際放送および協会国際衛星放送の放送番組の外国における視聴機会を拡⼤する

ために必要と認める場合 国際放送および協会国際衛星放送の放送番組等 

三 その他特に公益上の意義があると認める場合 当該公益上の意義に合致する放送

番組等 

２ 理解増進情報を提供するにあたっては、特定の放送番組との対応関係を明らかにし

て⾏う。 

 

 （業務の実施⽅法） 

第３０条 提供は、電気通信回線を通じた伝送、放送番組等を記録した媒体の交付その

他の協会が適当と認める⽅法により⾏う。 

２ 提供は、３号対象事業者と合意した期間および時間により⾏う。 
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 （料⾦その他の提供条件） 

第３１条 ３号受信料財源業務は、３号対象事業者に対価を求めることなく実施する。 

２ ３号対象事業者が放送番組等を電気通信回線を通じて⼀般の利⽤に供するにあたっ

ては、原則として利⽤者にその利⽤の対価を求めないことを提供の条件とする。 

３ ３号対象事業者における放送番組等の使⽤の⽬的・態様が次の各号に掲げる事項の

いずれかに該当するときは、提供しない。 

⼀ 協会の性格、使命、ブランドを損なうおそれがあるとき 

⼆ 放送番組の取材、制作、編成その他の協会の業務の実施に⽀障があると認めると

き 

三 第三者の著作権、プライバシー、肖像権等の権利を侵害するおそれがあるとき 

四 利⽤者に、協会が特定の商品やサービスを推奨しているとの誤認や、広告収⼊を

⽬的に⾏うサービスにあっては当該広告を協会が⾏うものとの誤認を⽣じさせるお

それがあるとき 

五 公序良俗に反し、または違法な⾏為につながる等の反社会的なものと認めるとき 

六 ３号対象事業者が、当該提供により過⼤な利益を得ることとなると認めるとき 

七 ２号受信料財源業務に係るこの基準の定める規律を没却するおそれがあるとき 

４ 前項各号のいずれにも該当しないときは、３号対象事業者が実施するサービスの提

供対象地域、端末機器、ソフトウェア、画質・⾳質等の条件を総合的に考慮して、提

供の可否および提供する放送番組等、利⽤者への提供期間その他の諸条件を判断し、

当該提供の求めに係る事業者と合意したところにより提供する。 

 

 （業務実施に要する費⽤） 

第３２条 実施に要する費⽤は、年額 1 億円を上限とする。 

 

  第６部 ３号有料業務 

 

 （業務の内容） 

第３３条 ３号有料業務は、国内基幹放送の既放送番組および当該放送番組に係る理解

増進情報を、３号対象事業者からの求めに応じ、提供することを内容とする。ただし、

周知・広報のために必要と認めるときは、国内基幹放送の放送予定番組または放送中
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番組に係る理解増進情報を提供することがある。 

２ 理解増進情報を提供するにあたっては、特定の放送番組との対応関係を明らかにし

て⾏う。 

 

 （業務の実施⽅法） 

第３４条 ３号対象事業者からの放送番組等の提供の求め（以下「提供の求め」とい

う。）があったときは、これを受け付け、適切かつ速やかに対応する。 

２ 提供は、放送番組等を記録した媒体の交付その他の協会が適当と認める⽅法により

⾏う。 

３ 提供は、３号対象事業者と合意した期間および時間により⾏う。 

４ ３号有料業務に係る営業活動は、協会の公共放送としての品位と信頼を損なうこと

のないよう、公正かつ適正な⽅法により⾏うものとする。 

 

 （料⾦その他の提供条件） 

第３５条 ３号有料業務は、３号対象事業者から対価を得て実施する。 

２ 提供にあたっては、協会との取引関係および資本関係の有無にかかわらず、特定の

事業者を不当に差別的に取り扱わない。 

３ 提供の求めまたは提供の求めに係る放送番組等の使⽤の⽬的・態様が次の各号のい

ずれかに該当するときは、提供しない。 

⼀ 協会の性格、使命、ブランドを損なうおそれがあるとき 

⼆ 放送番組の取材、制作、編成その他の協会の業務の実施に⽀障があると認めると

き 

三 第三者の著作権、プライバシー、肖像権等の権利を侵害するおそれがあるとき 

四 サービスの利⽤者に、協会が特定の商品やサービスを推奨しているとの誤認や広

告収⼊を⽬的に⾏うサービスにあっては当該広告を協会が⾏うものとの誤認を⽣じ

させるおそれがあるとき 

五 公序良俗に反し、または違法な⾏為につながる等の反社会的なものであると認め

るとき 

六 料⾦が⽀払われることが不確実であると認めるとき 

４ 前項各号のいずれにも該当しないときは、次の各号に掲げる観点を総合的に考慮し
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て、提供の可否および提供する放送番組等、利⽤者への提供期間その他の諸条件を判

断し、当該提供の求めに係る事業者と合意したところにより提供する。 

⼀ ３号対象事業者が実施するサービスの提供対象地域、端末機器、ソフトウェア、

画質・⾳質等の条件に照らして、広く⼀般の利⽤者による放送番組等の活⽤機会の

拡⼤に資するか否か 

⼆ 提供に要する費⽤を賄うのに⾜る提供料収⼊があるか否か（ただし、公共の利益

に資すると認められるときその他特に理由がある場合はこの限りでない。） 

三 ２号有料業務との関係 

四 当該提供の求めに係る事業者以外の３号対象事業者への提供条件との公平性 

５ 提供は、提供料等の提供条件、利⽤許諾に関する事項その他必要な事項を明確に定

めた提供契約を締結して⾏う。 

 

  第７部 共通事項 

 

 （個⼈情報等の保護） 

第３６条 放送番組等の提供にあたって利⽤者に関する個⼈情報等を取得する場合には、

個⼈情報の保護に関する法律をはじめとする個⼈情報等に関する法令、関連する認定

個⼈情報保護団体が定める指針、「ＮＨＫ個⼈情報保護⽅針」、「ＮＨＫ個⼈情報保

護規程」その他の確⽴された規範を遵守し、個⼈情報等の適正な利⽤、適切な安全管

理等に必要な措置を講ずる。 

２ プラットフォーム経由型による２号有料業務において利⽤者に関する個⼈情報等を

取得する場合には、当該プラットフォーム事業者が前項と同等の措置を⾏うよう当該

プラットフォーム事業者との契約において定める。 

 

 （外部事業者） 

第３７条 委託等により外部事業者にインターネット活⽤業務の⼀部を担わせる場合に

は、当該外部事業者との契約により、協会と当該外部事業者との責任の分界を明確に

する。 

２ 外部事業者との契約にあたっては、協会の経理規程に則り、競争契約を原則とする

とともに、その透明性の確保に努める。 
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３ 特定の外部事業者を不当に差別的に取り扱ったり、外部事業者の業務に対して不当

な義務を課したりするような⾏為を⾏わない。 

 （業務の実施に関する体制・設備等） 

第３８条 インターネット活⽤業務は、その適切な実施のために必要な実施体制および

設備を整備して⾏う。 

 （競合事業者等からの意⾒・苦情等への対応） 

第３９条 競合事業者または外部事業者から意⾒・苦情等が寄せられたときは、適切か

つ速やかにこれを受け付けて対応する。 

２ 前項の意⾒・苦情等への対応については、審査・評価委員会に、インターネット活

⽤業務の公共性および市場競争への影響等、公共放送の業務としての適切性を確保す

る観点からの検討を求め、その結果を尊重して必要な措置を講ずる。 

３ 第１項の意⾒・苦情等の受付⽅法ならびに前項の検討にあたっての考え⽅、検討の

結果および措置は、協会のウェブサイトに掲載して公表する。 

 （利⽤者からの意⾒・苦情等への対応） 

第４０条 ２号受信料財源業務に係るサービスの利⽤者または利⽤を希望する者からの

意⾒・苦情等は、協会のコールセンター、全国の放送局等で受け付け、迅速かつ適切

に対応する。 

２ ２号有料業務に係るサービスの利⽤者または利⽤を希望する者からの意⾒・苦情等

は、協会が当該サービスの実施のために設置するコールセンターで受け付け、迅速か

つ適切に対応する。ただし、プラットフォーム経由型による当該サービスの利⽤⽅法

や操作⽅法等に関する意⾒・苦情等は、当該プラットフォーム事業者の対応窓⼝で受

け付け、内容に応じて協会または当該プラットフォーム事業者が対応するとともに、

両者で連携して、当該サービスのより円滑な利⽤を促進する。 

３ 前⼆項の意⾒・苦情等の内容については、第７条の実施計画の策定ならびに第８条

第１項ならびに第２項の評価および業務の改善を図るための措置の実施にあたって適

切に考慮するとともに、第９条第３項の⾒解を求める際に審査・評価委員会に概要を

報告する。 
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４ 協会のコールセンター等の受付窓⼝については、協会のウェブサイトへの掲載等に

より周知に努める。 

 （重複提供に関する周知等） 

第４１条 同⼀放送番組等が、２号受信料財源業務または３号受信料財源業務および２

号有料業務または３号有料業務の両⽅で、期間および対象地域を重複して提供される

こととなるときは、当該放送番組が提供される２号有料業務または３号有料業務に係

るサービスの利⽤者に対してその旨を明⽰すること等により、利⽤者の利益および関

係事業者の正当な利益を損なわないよう留意する。 

第８部 インターネット活⽤業務に係る区分経理等 

 （区分経理等） 

第４２条 放送法施⾏規則に従い、２号受信料財源業務および３号受信料財源業務（以

下総称して「受信料財源業務」という。）に係る経理は⼀般勘定に、２号有料業務お

よび３号有料業務（以下総称して「有料業務」という。）に係る経理は有料インター

ネット活⽤業務勘定に区分して整理する。

２ 受信料財源業務に係る経理については、常時同時配信等業務に係る費⽤、２号受信

料財源業務に係る費⽤および３号受信料財源業務に係る費⽤を他の業務とは区分して

それぞれ整理する。 

３ 有料業務に係る経理については、２号有料業務に係る費⽤および３号有料業務に係

る費⽤を他の業務とは区分して整理する。 

４ 費⽤の計上にあたっては、インターネット活⽤業務の費⽤として特定できるものは

それぞれの業務に直課するとともに、複数の業務に係る経費は、放送法施⾏規則第 

３２条第４項に基づき、実施計画で明⽰する適正な配賦基準により、費⽤の特性に応

じ、それぞれの業務に配賦して整理する。 

５ 費⽤の整理に関する計算⽅法について、次に掲げる事項を実施計画で定める。 

⼀ 勘定科⽬の細⽬ごとの費⽤と業務との対応関係 

⼆ 勘定科⽬の細⽬ごとの直課または配賦の別 

三 費⽤を配賦する場合、費⽤の細⽬ごとに適⽤する配賦基準 



24 

 

６ 毎事業年度の開始前および終了後に、当該年度に実施する、または実施したイン

ターネット活⽤業務の費⽤を第１項から第 5 項までの規定により整理し、放送法施⾏

規則第３２条第６項の様式にしたがって費⽤明細表を作成する。 

７ 前項の費⽤明細表のうち、事業年度開始前のものは実施計画において、事業年度終

了後のものは財務諸表の説明書において、それぞれ情報開⽰する。当該費⽤明細表の

作成に⽤いた費⽤の整理に関する計算⽅法（第５項第１号から第３号について記した

⼀覧表を含む。）は、実施計画に添付するとともに、放送法施⾏規則第３４条の規定

により作成する財務諸表の説明書に記載する。 

８ インターネット活⽤業務に係る費⽤については、第５項に定める計算⽅法に準拠し

て費⽤が整理されたことを含め、会計監査⼈が財務諸表の監査を実施する。 

９ 費⽤の整理⽅法や配賦基準の適正を確保するため、毎年度、有識者を交えた検証・

⾒直しを⾏う。検証・⾒直しの実施結果および配賦⽐率については、協会のウェブサ

イトに掲載して公表する。 

 

  第９部 有料業務に関する共通事項 

 

 （有料業務の事業計画の策定） 

第４３条 有料業務の実施にあたっては、単年度または複数年度の計画期間において収

⽀相償するよう事業計画を策定するものとする。 

 

 （収⽀差が⽣じた場合の扱い） 

第４４条 有料インターネット活⽤業務勘定の年度末における事業収⽀差損は、⼀般勘

定からの短期借⼊⾦で補填し、貸借対照表に繰越⽋損⾦として表す。 

２ 繰越⽋損⾦の解消後の有料インターネット活⽤業務勘定の年度末における事業収⽀

差益は、原則として⼀般勘定への繰り⼊れを⾏う。ただし、有料インターネット活⽤

業務勘定における翌期以降の有料業務実施のために必要と判断される範囲で、当該業

務勘定における翌期への繰り越しを⾏うことを妨げない。 

 

 （検討） 

第４５条 有料インターネット活⽤業務勘定において繰越⽋損⾦が解消したときは、２
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号有料業務に係るサービスのその後の利⽤料⾦の考え⽅についてあらためて検討し、

この基準の⾒直しその他必要な措置を講ずる。 

２ ２号有料業務については、毎事業年度の有料インターネット活⽤業務勘定の収⽀等

を踏まえて 2 号有料業務に係るサービスや運⽤体制の在り⽅について検討し、必要な

措置を講ずる。 

 

  附 則 

 

 （施⾏期⽇等） 

第１条 この基準は、総務⼤⾂の認可を得た⽇から施⾏する。 

２ 平成２９年９⽉１３⽇に総務⼤⾂の認可を得た基準（次項において「旧基準」とい

う。）は、前項に規定する⽇の前⽇をもって廃⽌する。 

３ ２号有料業務に係るサービスに関する旧基準第３部１③の「⾒逃し番組サービス」

および「過去番組サービス」の別については、第１３条第１項第１号イ(ｱ)および(ｲ)

の放送中番組の提供を開始するまでの間、なお従前の例による。 

 

 （地上テレビ常時同時配信の段階的実施） 

第２条 第１３条第１項第１号イ(ｱ)および(ｲ)の放送中番組の提供については、令和元

年度の実施計画において定める当該提供の開始の⽇から令和２年３⽉３１⽇までの間、

第１５条第２項の措置の円滑な実施に資するよう、設備への負荷や利⽤の状況を確認

するため、総合テレビジョン放送および教育テレビジョン放送の放送番組を⼀⽇に各

１７時間程度（災害時等においてはこれを超えることがある。）連続的に提供するも

のとし、それらを地上テレビ常時同時配信とみなす。 

２ 令和２年４⽉１⽇から当分の間、第１３条第１項第１号イ(ｱ)および(ｲ)の放送中番

組の提供については、それぞれ提供時間を限定して⾏うものとし、それらを地上テレ

ビ常時同時配信とみなす。具体的な提供時間等については、当該事業年度の実施計画

において明らかにする。当該限定の終了については、２号受信料財源業務に係る実施

費⽤の⽀出状況、利⽤者等の意向・利⽤状況等を勘案して判断したうえで、実施計画

においてその計画を明らかにする。 
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 （地⽅向け放送番組の提供に係る計画） 

第３条 令和３年度以降の地⽅向け放送番組の提供に係る取り組みについては、令和２

年度中にその計画を明らかにする。 

 

 （オリンピック・パラリンピック東京⼤会に係る取り組み） 

第４条 令和２年に開催されるオリンピック・パラリンピック東京⼤会（以下「⼤会」

という。）にあたっては、⽇本で開催されるナショナルイベントに関する情報提供に

対する視聴者・国⺠の期待に応えるため、他の放送事業者との連携・協調関係に配慮

しつつ、契約により確保した権利を活⽤してインターネット活⽤業務を実施する。 

２ 前項に係る業務として、⼤会の競技・聖⽕リレー中継番組および関連番組に係る理

解増進情報の提供を⾏うこととし、その具体的な内容については、令和２年度の実施

計画において明らかにする。 

３ 前項の業務のうち専⽤ウェブサイト・アプリケーション等を通じた⼤会に関する情

報の提供（本項および次項において「対象業務」という。）に要する費⽤については、

第１７条第１項の費⽤の上限とは別に、令和２年度の実施計画において対象業務の内

容および実施予定額を明⽰する。 

４ 前項の対象業務の内容および実施予定額を定めるにあたっては、第１項の趣旨を踏

まえつつ費⽤の効率的な管理に努めることとし、令和２年度の実施予定額は２０億円

以下とする。 

５ 令和２年度に係る第４２条第６項の費⽤明細表には、前項の実施予定額に係る費⽤

の内訳をあわせて表⽰する。 

６ ⼤会に際しては、第１４条第４項に定める提供対象地域において、競技中継番組お

よび関連番組について、第１５条第２項第１号のメッセージを表⽰しないで地上テレ

ビ常時同時配信を⾏うことがある。 

 

 （令和２年度における業務実施費⽤の取り扱い） 

第５条 令和２年度に⾏うインターネット活⽤業務については、次の各号に掲げる新規

業務を円滑に実施するため、第１７条第１項の規定にかかわらず、予算執⾏時に同項

に定める上限を超過することがある。その場合、他の項からの予算の流⽤について、

予算総則の定めに従い経営委員会の議決を経ることとし、次の各号に掲げる業務に要
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した費⽤を協会のウェブサイトおよび令和２年度の業務報告書に掲載して公表する。

ただし、当該超過する額は、次の各号に掲げる業務に要した費⽤の合計または３億円

のいずれか⼩さい額を超えないものとする。 

⼀ 第１０条の業務のうち、地上テレビ⾒逃し番組配信による地⽅向け放送番組の提

供に係るもの 

⼆ 第１２条の業務のうち、⾃動翻訳技術による字幕を⽤いて、国際放送および協会

国際衛星放送の放送番組の英語以外の⾔語による理解増進情報を提供するもの 

 

 （令和元年度の実施計画の届出等） 

第６条 第７条の規定にかかわらず、令和元年度の実施計画については、この基準の施

⾏の⽇以後、遅滞なく総務⼤⾂に届け出るとともに、協会のウェブサイトに掲載して

公表する。 

 

 （第１５条の受信契約の範囲） 

第７条 第１５条（同条第２項第１号を除く。）の受信契約については、当分の間、住

居（世帯構成員の⾃家⽤⾃動⾞等営業⽤以外の移動体については住居の⼀部とみな

す。）に設置した受信機に係る受信契約に限るものとする。 

 

 （区分経理等に係る経過措置） 

第８条 第４２条に定める費⽤の整理は、令和２年４⽉に始まる事業年度に係る経理か

ら実施する。なお、平成３１年４⽉に始まる事業年度に係る経理については従前の例

によるが、附則第３条の規定により地上テレビ常時同時配信とみなす業務および地上

テレビ⾒逃し番組配信に係る業務に要する費⽤については、第４２条第６項の趣旨を

踏まえ、第８条第１項に定める実施計画の実施状況に記載し、同条第３項の規定によ

り公表する。 

 

 （実施基準の⾒直し） 

第９条 この基準は、インターネット活⽤業務の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘

案して、随時必要な⾒直しを⾏うこととする。 
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インターネット活用業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠 

 

 

 本年１０月１５日に認可申請を行った「ＮＨＫインターネット活用業務実施基

準(案)」の費用の算定にあたっては、令和５年度までの期間における本業務の実

施に係る費用を見込み、２号受信料財源業務について、「基本的業務」に要する費

用の抑制的な管理に努めるとともに、４つの「公益性の観点から積極的な実施が

求められる業務」については取り組みを積極的に進める一方で可能な限り業務を

効率的に実施することを前提とした。 

今回、「ＮＨＫインターネット活用業務実施基準の変更案の認可申請の取扱い

に関する総務省の基本的考え方」「『日本放送協会のインターネット活用業務実施

基準の変更案の認可申請の取扱いに関する総務省の基本的考え方』についての日

本放送協会の検討結果の回答及び意見募集結果に対する総務省の考え方」等を踏

まえ認可申請案の修正を行うにあたっては、令和２年度については、一時的に発

生するオリンピック・パラリンピック東京大会にかかる費用を除いて受信料収入

の 2.5％を費用の上限として実施するべく業務の実施内容を再検討した。費用を

見込むにあたっては、インターネット活用業務の実施に要する費用について、既

存業務をはじめ、想定される業務全てについて、聖域なく点検し費用を削減する

姿勢で臨んだ。なお、必要な業務であり、かつ直ちに実施することが費用の観点

から難しい業務について３年度を始期とする次期中期経営計画の中で具体化させ

ることとしている。 

「ＮＨＫインターネット活用業務実施基準(案)」（以下、「実施基準案」という。）

において示した実施に要する費用の上限の算定根拠は以下のとおりである。 

 

 

 (1) ２号受信料財源業務 

 

①実施基準案第１７条に規定する業務実施に要する費用 

ア 費用の上限 

各年度の受信料収入の２.５％を上限とする。 

（別添１） 
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イ 計上する費用 

一般勘定の「国内放送番組等配信費」および「国際放送番組等配信費」の

うち、２号業務（下記の②に該当する業務を除く）についての実施費用を計

上する。 

また、上記業務に係る広報費、給与、退職手当・厚生費、共通管理費、減

価償却費を計上する。 

ウ 費用の上限設定の考え方 

実施に要する費用については、実施基準案第１７条第２項に定めるとおり

抑制的な管理に努める。また、第１８条第１項に定めるとおり、２号受信料

財源業務により行う個々の放送番組または理解増進情報の提供については、

その社会的意義を勘案して必要性・有効性を点検し、それらがなくなったと

判断したものはその時点で提供を終了することで、既存業務の費用をより一

層抑制することを前提として、費用の見込みを行った。 

費用の上限については、放送受信設備を設置した方からいただいた受信料

を財源としてインターネット活用業務を実施するにあたっての適切な実施

規模を定める観点から、従前のとおり、各事業年度の受信料収入に対する比

率で設定することとした。 

エ 金額の根拠 

国内インターネット活用業務のうち「常時同時配信等業務」については、

１０月の申請時に比して、常時同時配信のサービス提供時間等を限定したり、

サービス改善費用を抑制したりするなど、実施内容・規模を見直した上で、

想定する提供内容、業務フロー、設備内容等を踏まえて費用をあらためて試

算したものである。協会では現在、実施基準案附則第２条第１項の規定に基

づく令和元年度中の放送中番組の提供に向けた準備を取り進めていること

から、その準備内容等に即して費用の積算を行った。 

国内インターネット活用業務のうち「左記以外の業務」については、利用

状況などの分析に基づいて、アプリやポータルサイトなどサービスの統廃合

を、利用者に極力ご不便をかけないよう留意しつつ、一層推し進めるほか、

サイトの改修・更新頻度の見直し、最新技術を使ったトライアルの抑制、放

送連動型の情報提供の取り組みの規模の見直し、効率的実施による人件費の

削減などを徹底することで、費用を削減することを前提とした。 

国際インターネット活用業務については、世界に向けて日本の理解を促進
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する情報や地域の魅力を伝える情報の発信を強化することや、訪日・在留外

国人が増加する中で災害時に命を守る情報など必要な情報を適切に提供し

ていくことが一層重要になっている。英語だけでなく、多くの言語で情報を

発信することも求められている。インターネットは視聴環境の整備にかかる

費用が放送に比べて低廉である上に、モバイル端末などで簡便に情報を得ら

れ利便性に優れている。加えて、多言語化への対応も放送に比べて容易であ

る。こうした点を踏まえ、国際インターネット活用業務の充実を図る。その

上で、既存業務の費用の見直しを行い、必要な取り組みを効率的・効果的に

実施することを前提とした。 

以上の想定の下で、２年度実施予定額を、現時点で次表のとおり試算した。

この試算を基に、受信料収入の２.５％という上限を維持することとした。 

                 （単位 億円） 

項  目 

国内インターネット 
活用業務 

国際イ
ンター
ネット
活用業

務 

合 計 
備考 

（主な支出内容） 
 

常時同
時配信
等業務 

左記以
外の業
務 

総 額 １４４ ５４ ８９ ２５ １７０ 対受信料収入比 2.4％ 

 国
内
放
送
番
組
等
配
信
費 

ｺ ﾝ ﾃ ﾝ ﾂ
制作 
関連費 

６６ ２０ ４５ -  ６６ 

サイトやアプリの構築・
改修費、フタ情報登録業
務費及び設備費、見逃し
ファイル制作費及び設備
費、権料 等 

配信 
関連費 

２９ １４ １５ -  ２９ 
ＣＤＮや配信監視業務に
係る経費 等 

認証 
関連費 

９ ９ -  -  ９ 
受信契約照合業務、認証
基盤経費、視聴者対応費 
等 

国
際
放
送
番
組 

等
配
信
費 

業務 
関連費 

 -  -  -  １１ １１ 

サイトやアプリの構築・
改修費、放送番組等のイ
ンターネット配信に係る
経費 等 

設備 
関連費 

-  -  -  ９ ９ 
ＣＤＮや配信監視業務に
係る経費 等 

その他 ３８ ９ ２８ ３ ４２ 
給与、退職手当・厚生
費、共通管理費、減価償
却費 等 

※金額については、単位未満の端数を切り捨てて表示している 

実際の実施予定額は現在策定中であり、２年度の予算・事業計画において

決定し、実施計画において公表する。 
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なお、放送法上の努力義務に関して今後新規に行う業務である地上テレビ

見逃し番組配信による地方向け放送番組の提供に係るものおよび国際イン

ターネット活用業務のうち今後新規に行う自動翻訳技術による字幕を用い

て国際放送および協会国際衛星放送の放送番組の英語以外の言語による理

解増進情報を提供するものの円滑な実施を確保するため、予算執行時に上限

を超過することがある。ただし、仮に超過した場合でも、その額は３億円を

超えないことを想定している。 

 

 

②オリンピック・パラリンピック東京大会に係る取り組み（実施基準案附則第４条

に規定する業務実施に要する費用） 

ア 費用の上限（令和２年度の事業計画で定める実施予定額の上限） 

実施予定額は２０億円以下とする。 

イ 計上する費用 

一般勘定の「国内放送番組等配信費」のうち、令和２年に開催されるオリ

ンピック・パラリンピック東京大会の競技・聖火リレー中継番組および関連

番組に係る理解増進情報を専用ウェブサイト・アプリケーション等を通じて

提供する業務（実施計画で明示した業務に限る）についての実施費用を計上

する。 

また、上記業務に係る広報費、給与、退職手当・厚生費、共通管理費、減

価償却費を計上する。 

ウ 費用の上限設定の考え方 

上限の設定にあたっては、必要と考えられる費用を見積もることとし、日

本で開催されるナショナルイベントに関する情報提供に対する視聴者・国民

の期待に応えるため、契約で確保した権利を十分に視聴者に還元する観点か

らインターネット活用業務を実施する一方、取り組みにあたっては可能な限

り業務を効率的に実施することを前提に、費用を見積もった。 

エ 金額の根拠 

５６年ぶりとなる自国開催の夏季大会として、オリンピック・パラリンピ

ックが行われる７月～９月のおよそ２か月間、特設サイトで競技情報を提供

することや、キュレーションサービス、聖火リレー（オリンピックの聖火リ

レーは４７都道府県で１２１日間にわたって実施）、関連番組に関する情報
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提供の実施などを想定した。また、開催国の放送機関として万全のセキュリ

ティ対策を講じることが必要であり、その費用も想定している。また、東京

オリンピック・パラリンピックに係るユニバーサル・サービスへの取り組み

として、東京オリンピック・パラリンピックにおけるロボットによる実況・

字幕付与等の取り組みに係る費用もこの項目に含まれる。情報の提供にあた

っては、日本で唯一オリンピック・パラリンピック両方の放送権・配信権を

保有している放送局として、パラリンピックに関する情報の充実を図ること

を前提としている。なお、平成２９年度に開催されたオリンピック・パラリ

ンピックピョンチャン大会におけるインターネット活用業務の費用は、総額

５億円であった。 

以上の想定の下で、２年度における実施予定額を、現時点で次表のとおり

試算した。この試算を基に、オリンピック・パラリンピック東京大会に係る

取り組みに必要となる金額を上限として設定した。 

  （単位 億円） 

項  目 金 額 
備考 

（主な支出内容） 

 総  額 １９  

 
ｺﾝﾃﾝﾂ制作関連費 １１ 

サイトやアプリの構築・改修
費、競技・聖火リレーの情報
提供、ユニバーサル・サービ
スに係る経費 等 

配信関連費 ６ ＣＤＮや配信監視業務に係る
経費 等 

その他 １ 給与、退職手当・厚生費、共
通管理費、減価償却費 

※金額については、単位未満の端数を切り捨てて表示している 

実際の実施予定額は現在策定中であり、２年度の予算・事業計画において

決定し、実施計画において公表する。 

 

 

 

(2) ３号受信料財源業務 

 

ア 費用の上限 
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実施に要する費用は、年額 1 億円を上限とする。 

イ 計上する費用 

一般勘定の「国内放送番組等配信費」および「国際放送番組等配信費」の

うち、３号業務についての実施費用を計上する。 

また、上記業務に係る広報費、給与、退職手当・厚生費、共通管理費、減

価償却費を計上する。 

ウ 費用の上限設定の考え方 

実施基準案第２９条に定める業務の内容、これまでの業務および費用の実

績等を勘案して上限を定めた。 

エ 金額の根拠 

平成２７年度～３０年度の実施実績は、災害等の緊急時における情報提供

２件（口永良部島噴火関連ニュース（２７年度）、北海道で震度７関連ニュー

ス（３０年度））、協会国際衛星放送および国際放送の放送番組の外国におけ

る視聴機会を拡大するための提供０件、その他公益上特に意義がある場合の

提供１件（ＮＨＫワールドラジオ日本（タイ語）の提供（２７年度～））であ

り、費用実績はいずれの年度も０億円であった。しかしながら、本業務は実

施基準案第２９条に定めるとおり、災害等の緊急時や国際放送の視聴機会拡

大等に係る業務として必要性がある場合に実施するものであり、具体的な金

額規模の算定は困難であるが、一定程度の支出（国内配信に係るコンテンツ

制作関連費、配信関連費、国際配信に係る業務関連費、設備関連費、それら

の業務に係る給与、退職手当・厚生費、共通管理費、減価償却費）を伴う形

で業務を実施する可能性は常にあることから、従前と同様に費用上限の最小

単位として１億円程度の上限を維持することとする。ただし、上限をより明

確に設定する観点から、上限を１億円とする。 
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その他参考となるべき事項 

 

 

 (1) 一般勘定の収支の見込み 

 

「ＮＨＫ経営計画（2018-2020 年度）」（2018 年 11 月修正）において、令和

２年度の事業収入は 7,164 億円（うち受信料収入は 6,954 億円）、事業支出は

7,379 億円、事業収支差金は△215 億円と見込んでいるが、２年度の収支予算

の策定にあたっては、計画している 10 月からの受信料の値下げを実施した

上で、支出については、既存業務を見直し、常時同時配信・見逃し番組配信

を含む新規業務やオリンピック・パラリンピック東京大会関連業務を効率的

に実施することにより、赤字幅を削減する方向で真摯に検討しており、２年

度の予算・事業計画において明確にする。 

令和３年度～５年度の収支（受信料収入を含む）の見込みは、令和３年４

月を始期とする中期経営計画において明らかにする。 

 

 

 

(2) 有料インターネット活用業務勘定について 

①ＮＨＫオンデマンドのサービス変更について 

 

有料インターネット活用業務のうちＮＨＫオンデマンド（以下、「ＮＯＤ」

という。）については、「見逃し見放題パック」「特選見放題パック」の２つの

パックを中心としたサービスを常時同時配信・見逃し番組配信開始とともに

見直し、ワンサービス化する。その視聴料月額は現在の「見逃し見放題パッ

ク」や「特選見放題パック」の月額と同額を予定している。これにより、連

続テレビ小説や大河ドラマ、「ＮＨＫスペシャル」「プロフェッショナル」「ワ

イルドライフ」など放送直後の番組から、懐かしの番組まで地上波・衛星波

で放送した７０００本以上が、これまでの１つのパックの月額料金で見放題

となり、サービスの魅力が増すと考える。また、ＮＯＤで提供しているテレ

（別添２） 
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ビ向けサービスは、高画質番組をテレビで視聴したいという層や、マルチデ

バイスで視聴したい層の要望に応えている。 

ＮＯＤは、受信料財源の見逃し番組配信（１週間程度）より長く、放送後

から２週間、または１年以上の長期間視聴可能であり、今後は、提供する過

去番組の本数の大幅拡大などによる利用者増にも取り組む。 

サービスの再編により、令和２年度の視聴料収入は元年度に比して減少す

ることを想定している。一方、支出については、変動的費用が減少するほか、

経費削減により固定的費用も抑制する。また、固定的費用を変動的費用に変

えることで、収入の減と連動して支出も減少するようにする。ほかにも、受

信料による見逃し番組配信とＮＯＤの業務を共通化し効率化を図ることで、

支出を抑制することが可能となる。 

こうした取り組みにより、再編後は有料インターネット活用業務勘定の収

支が一旦赤字になることを想定するものの、その額は△１億円に抑え、また

特選コンテンツの充実によるＮＯＤ利用者の増等により、５年度には再び収

支相償を達成し、中期の累積収支の改善を目指す。 

 

②有料インターネット活用業務勘定の収支の見込み 

 

①の想定の下で、令和２年度～５年度における収支および累積収支の見通

しを現時点で試算した。その内容は以下の通り。 

                       （単位 億円） 

年  度 

項  目 
２ ３ ４ ５ 

収   入 １２ １３ １３ １４ 

支   出 １３ １４ １４ １４ 

収 支 差 △  0.9 △  0.7 △  0.3 0.0 
 

累 積 収 支 △ ７１ △ ７２ △ ７２ △ ７２ 

上記の累積収支については、令和元年度予算を基に２年度以降の増減を試

算したものである。 

令和６年度以降についても、増収に向けた施策を実施するとともに、効率

的な事業運営を徹底することで、中期の累積収支の改善を目指す。 
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なお、各事業年度の収入、支出、収支差の予算額については、各事業年度

の「収支予算、事業計画及び資金計画」において明らかにする。 

毎事業年度の収支等を踏まえてサービスや運用体制の在り方について検

討し、必要な措置を講ずる。 




